
意向反映型指名競争入札（公募方式）・発注予定工事    （平成 15 年５月 19 日公表） 

 
○意向申出書の受付期間：平成 15 年５月 26 日（月）、27 日（火）午前９時から正午まで 

○受 付 場 所：財政局契約部契約第一課 ℡０４５（６７１）２２４５ 

○指名通知予定日：平成 15 年６月５日（木） 

○入 札 予 定 日：平成 15 年７月１日（火）（入札時に工事費内訳書を持参しない場合、入札に参加できません。） 

 

入 札 参 加 の 資 格 基 準                
番号 工 事 件 名          施 工 場 所     工 事 概 要          工 期      

工種・等級 所在地区分 その他の条件

備 考      

建築Ａ 市内企業 

建築に係る監

理技術者を施

工現場に専任

で配置するこ

と 

 
5010 

上郷中学校校舎改修その

他工事（建築工事その２） 

栄区 

犬山町６－

２ 

・Ｓ造４階建て 

・延べ床面積 約 3,423 ㎡ 

・耐震補強工 

・改造改修工 

 教室、便所、階段室、 

わたり廊下、他 

契約の日から 

平成 16 年 

３月 26 日まで 

上記の入札参加基準を満たす企業のほ

か、下記の要件を満たす共同企業体 

● 予定価格 

（消費税相当額を除く。） 

337,900,000 円 

 

● 提出書類 

入札参加意向申出書 

（兼配置予定技術者調書） 

 

● 設計図書代金 

 （一般会計） 

４，０００円 
※設計図書は必ず購入してください。 

※ 共同企業体の要件 
 １ 共同企業体の入札参加資格 

(1) 各企業の技術力の結集を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体であること。（名称は「○○建設共同企業体」とする。） 
(2) 構成員の数は２者であること。 
(3) 構成員の組み合わせは、構成員の資格要件を満たす者による組み合わせであること。 
(4) 構成員の出資比率については、各構成員の出資比率が、その共同企業体の総出資額の 10 分の３以上であること。 
(5) 共同企業体の代表者は、各構成員の選定に委ねることとしますが、出資比率はその共同企業体の構成員中最大であること。 

 ２ 構成員の資格要件 
(1) 建築Ｂランクに属する市内企業であり、経営事項審査結果の総合評点（平成 15・16 年度における入札参加資格審査申請時の建築の総合評点）が９００点以上であ

ること。 
(2) 建築に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

 ３ その他 
(1) 入札参加意向申出書（兼配置予定技術者調書）、共同企業体協定書兼委任状（入札参加申請用）を提出すること。 



意向反映型指名競争入札（公募方式）・発注予定工事    （平成 15 年５月 19 日公表） 

 
○意向申出書の受付期間：平成 15 年５月 26 日（月）、27 日（火）午前９時から正午まで 

○受 付 場 所：財政局契約部契約第一課 ℡０４５（６７１）２２４５ 

○指名通知予定日：平成 15 年６月５日（木） 

○入 札 予 定 日：平成 15 年７月１日（火）（入札時に工事費内訳書を持参しない場合、入札に参加できません。） 

入 札 参 加 の 資 格 基 準                
番号 工 事 件 名          施 工 場 所     工 事 概 要          工 期      

工種・等級 所在地区分 その他の条件

備 考      

5009 

主要地方道青木浅間線鶴

屋町歩道橋昇降機設置工

事 

神奈川区鶴

屋町３丁目

エレベーター製作・設置工 

・ ２方向扉２基・１方向扉２基

・機械室なし 

・定格積載量 1,200kg 

・定格速度  45m/min 

・定員    18 人 

契約の日から 

平成 16 年 

３月 18 日まで 

機械器具 

設  置 

市 内 企 業     

又は 

準市内企業

下 記 参 照      

● 予定価格 

（消費税相当額を除く。） 

109,890,000 円 

 

● 提出書類 

①入札参加意向申出書 

（兼配置予定技術者調書） 

②施工実績調書 

 

● 設計図書代金 

 （一般会計） 

５００円 
※設計図書は必ず購入してくださ

い。 

 

※「入札参加の資格基準 その他の条件」について 

 １ 工種細目に「エレベーター工事」の登録があること。 

 ２ 平成５年４月１日から意向申出書の提出までの間に完成したエレベーター（乗用）の製作・設置工事の元請としての施工実績を有すること。 

 ３ 機械器具設置に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

 


